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志布志市庁舎等の在り方検討委員会委員名簿

区分 委員

１

１号委員 学識経験者（２人）

鹿児島大学 理工学研究科（工学系） 

教授  鯵 坂   徹

２
鹿児島大学 法文学部

准教授  片野田 拓 洋

３

２号委員
各種団体の代表者

等（８人）

志布志市校区公民館連絡協議会

畑 山 昭 俊

４
志布志市認定農業者会

吉 國 政 信

５
株式会社 志布志まちづくり公社

福 田 快 文

６

志布志市港湾振興協議会（志布志サイロ

株式会社 代表取締役社長）

井 沼 正 典

７
志布志市ＰＴＡ連絡協議会

田 代 雅 美

８
特定非営利活動法人 三方良

下曽小川 省 一

９
公益財団法人 新大隅青年会議所

嶽 野 拓 郎

10 
社会福祉法人 志布志市社会福祉協議会

有 馬 美津枝

11 

３号委員

公募により選任さ

れた者又は市長が

必要と認める者（２

人）

子育て世代

﨑 田 三 奈

12 
移住者

田 川 貴 雄

事務局職員

企画政策課長 西   洋 一 総務課長 北 野   保

課長補佐 橋 本 淳 二 総務課危機管理監 河 野 穗 積

企画調整係長 横 峯 博 人 財務課長 折 田 孝 幸

企画調整係主事 草 野 頌 平 志布志支所長 小 山 錠 二

松山支所長 中 吉 広 志

建設課都市政策室長 冨 岡   裕
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   志布志市庁舎等の在り方検討委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 本市の将来像を実現するための適切な庁舎等の在り方を検討するため、

志布志市庁舎等の在り方検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「庁舎等」とは、本庁舎及び各支所庁舎（これらに

附属する施設、設備等を含む。）並びにこれらの敷地をいう。 

 （所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事務を行う。 

 本庁機能の段階的な移転について調査し、及び検討すること。 

 庁舎等の現状及び課題の分析を行い、新庁舎の建設を含めた今後の庁舎

等の在り方について調査し、及び検討すること。 

 前２号の調査及び検討を行った結果に基づき、庁舎等の在り方について、

その方向性を示す提言を行うこと。 

 （組織） 

第４条 委員会は、委員12人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 学識経験者 

 各種団体の代表者等 

 公募により選任された者又はその他市長が必要と認める者 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求

め、その意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。 
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 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和２年８月21日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和３年12月31日限り、その効力を失う。 
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志布志市庁舎等の在り方検討委員会の設置について

１ 設置の目的

  本市の将来像を実現するための適切な庁舎等の在り方について、市民サー

ビスの向上、行政機能の効率化等を含め、総合的に調査し、及び検討するた

め、志布志市庁舎等の在り方検討委員会を設置する。

  最終的には、その結果とりまとめ、市長に提言を行う。

２ 庁舎等在り方検討委員会の位置付けのイメージ

３ 検討内容（中長期計画）

 第１段階 「本庁機能全体の移転について」（令和２年度）

  令和３年１月の本庁舎移転後、段階的な志布志本庁（現志布志支所）への

本庁機能全体の移転についての検討

  ・執務スペース、駐車場等の物理的配置

  ・周辺施設の活用

  ・財政措置、時期

 第２段階 「新庁舎建設等について」（令和３年度）

  有明、松山及び志布志の各庁舎の耐用年数を踏まえた将来的なの庁舎の在

り方についての検討

  ・今後の庁舎の在り方

  ・新庁舎の位置、規模、構造、財政措置、時期等

※ 考慮すべき共通事項

 ・市民サービスの向上、行政機能の効率化、行政組織の再編、定員適正化等

 ・各種計画（総合振興計画、都市計画マスタープラン、公共施設等管理計画

等）との整合

 ・中心市街地活性化

第１段階 

・本庁舎全体の移転についての調査研

究 

第２段階 

・新庁舎建設等についての調査研究 

「庁舎等の在り方検討委員会」 

（外部委員） 

・基礎資料作成 

・意見、提案等に基づく、調査及び

素案作成 

市長 

副市長 

「本庁舎移転検討委員会」

（庁内） 

指示 報告 

情報提供 

素案作成 

意見 

提案 

議会・市民 

（中間・最終） 

報告 

情報発信 

提言 
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本庁舎移転に関する工程表

区 分

令和２年度 令和３年度 

令和２年 令和３年 令和４年 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

短期計画の

実施

         １

移

転

中長期計画

の検討（志

布志市庁舎

等の在り方

検 討 委 員

会）

① ② ③

中

間

報

告

議

会

報

告

④ ⑤ ⑥

提

言

議

会

報

告

市長任期

                      11

満

了

庁舎改修・移転作業

第１段階 本庁機能全体の移転 第２段階 新庁舎建設等
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志布志市津波防災地域づくり推進計画　抜粋

6



志布志庁舎の周辺図 
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